様式第１号（第３条関係）
（第１面）

住宅改修業登録（更新）申請書

年　　月　　日　

兵庫県知事　　　様

申請者　住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話　（　　　　）　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　

住宅改修事業の適正化に関する条例第３条の規定により、次のとおり住宅改修業の登録を申請します。
	申請者が法人である場合にあっては、その役員
	氏名
	役名

	
	
	

	業として行う住宅改修工事の種類
	□バリアフリー工事　□増築・改築(間取り変更を含む)　□内装工事
□台所･浴室･トイレ等の水回り工事　□冷暖房設備の取替　□建具(窓･扉等)の取替
□断熱・防音工事　□電気・情報化工事(配線等)　□屋根・外壁・防水工事
□耐震補強工事　□外構工事　□内装工事(共有部分)　□電気設備工事(EV等)
□給排水設備工事(配管工事等)

	登録の種類
	新 規　　　　　　更 新

	更新にあっては､現に受けている登録の登録年月日及び登録番号
	　　　　　　年　　　　月　　　　日

	
	兵住改　　　　　第　　　　　　　号


備考　１　登録を受けたい商号がある場合には、氏名に併記してください。
２ 「登録の種類」の欄は、該当事項を○で囲んでください。

	県証紙貼付欄
	

	
	




（第２面）
	
申請者又はその役員が未成年者である場合にあっては、その法定代理人
	住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
	





電話（　　）　　－　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　

	
	氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
	





	
	法人にあっては、その役員
	氏　　名
	役　　名

	
	
	



	


	
	未成年者の氏名
	




備考　１　申請者又はその役員が未成年者でない場合は、第２面は省略することができます。
２　申請者の役員に、複数の未成年者がいる場合は、その者ごとに作成してください。
３　法定代理人の役員に、未成年者がいる場合は、その者についても作成してください。


（第３面）
	建設業法第３条第１項の規定による許可に関する事項
	許可の種類
	許可番号
	許可年月日

	
	一般建設業又は特定建設業の別
	許可を受けた建設業
	
	

	
	
	
	国土交通大臣
知事
	許可（　　）第　　　　　号
	

	
	
	
	国土交通大臣
知事
	許可（　　）第　　　　　号
	

	
	
	
	国土交通大臣
知事
	許可（　　）第　　　　　号
	

	
	
	
	国土交通大臣
知事
	許可（　　）第　　　　　号
	

	
	
	
	国土交通大臣
知事
	許可（　　）第　　　　　号
	

	直前３年の各事業年度における住宅改修工事の件数及び請負代金の額
（税込）
	第　　　期
　年　月　日から
　年　月　日まで
	元 請
	件
	千円

	
	
	下 請
	件
	千円

	
	
	計
	件
	千円

	
	第　　　期
　年　月　日から
　年　月　日まで
	元 請
	件
	千円

	
	
	下 請
	件
	千円

	
	
	計
	件
	千円

	
	第　　　期
　年　月　日から
　年　月　日まで
	元 請
	件
	千円

	
	
	下 請
	件
	千円

	
	
	計
	件
	千円




（第４面）
	営業所
	名称
	

	
	所在地
	
電話（　　　　）　　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	契約主任者の氏名
	

	
	技術主任者の氏名
	

	営業所
	名称
	

	
	所在地
	
電話（　　　　）　　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	契約主任者の氏名
	

	
	技術主任者の氏名
	

	営業所
	名称
	

	
	所在地
	
電話（　　　　）　　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	契約主任者の氏名
	

	
	技術主任者の氏名
	

	営業所
	名称
	

	
	所在地
	
電話（　　　　）　　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	契約主任者の氏名
	

	
	技術主任者の氏名
	

	営業所
	名称
	

	
	所在地
	
電話（　　　　）　　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	契約主任者の氏名
	

	
	技術主任者の氏名
	




様式第２号（第３条関係）

誓約書

年　　月　　日　

兵庫県知事　　　様

申請者　住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話　（　　　　）　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　

申請者は､住宅改修事業の適正化に関する条例第６条第１項各号に該当しないこと及び同条例第13条各項に規定する事項を遵守することを誓約します。

	住宅改修事業の適正化に関する条例（抜粋）
（登録の拒否）
第６条　知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1)  第18条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から２年を経過しない者
(2)  住宅改修業を営む法人が第18条第１項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその役員であった者でその処分のあった日から２年を経過しない者
(3)  建設業法の規定による許可を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者又は同法の規定による営業の停止若しくは禁止の処分を受け、その処分の期間が経過しない者
(4)  建設業法その他の法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者
(5)  住宅改修業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6)  法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(7)  営業所ごとに第11条第１項に規定する契約主任者及び第12条第１項に規定する技術主任者を選任していない者
(8)  前各号に掲げるもののほか、規則で定める者
（登録住宅改修業者の遵守事項）
第13条　登録住宅改修業者及びその従業者は、知事が定める倫理規程を遵守しなければならない。
２　登録住宅改修業者及びその従業者は、住宅改修工事に係る契約を締結するときは、知事が定める契約に関する指針に従い契約書を作成しなければならない。
３　登録住宅改修業者は、定期的に住宅改修業の業務の適正化に資するものとして知事が指定する研修を受け、又はその従業者に当該研修を受けさせるよう努めなければならない。




（誓約書　裏面）
	知事が定める倫理規程
(1) 建設業法、住宅改修に関する法令及び条例を遵守し、住宅改修業を誠実に行う。
(2) 県民が安心して適切な選択と判断ができるよう、常に正確で分かりやすい情報を提供する。
(3) 見積や契約等について誤解を生じないよう、正確で分かりやすい書面を作成するとともに、十分に説明するなど、適正に業務を遂行する。
(4) 依頼主との意志疎通を十分に図り、苦情等に対して誠実に対応する。
(5) 依頼主の期待に応え、住宅の品質や資産価値の向上に努める。
(6) 住まいの質の向上を目指し、専門知識の修得と技術・技能の研鑽に努める。
(7) 依頼主の理解と協力を得て、健康で安全な生活環境の実現と資源の有効利用等による地球環境保全への寄与に努める。
(8) 強引な販売手法や県民に事実誤認を与えるような営業活動･表示等を行ってはならない。
(9) 業務を通じて知り得た県民の住所等の情報を第三者に漏らしてはならない。
(10)代表者及び従業員は、暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団及び第３号に規定する暴力団員でなく、かつ暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第２号)第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を持たない。




様式第３号（第３条関係）

申請者(本人・法定代理人・法定代理人の役員・法人の役員)の略歴書

年　　月　　日　

住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日生
電話　（　　　　）　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　

次のとおり相違ありません。
	職歴
	期　間
	職務内容
	勤務先

	
	年　月～年　月
	
	

	
	
	
	

	行政処分等
	年　月　日
	行政処分等の内容

	
	
	


備考　１ 「職歴」の欄には、最近のものから順次記入してください。また、法定代理人の役員又は法人の役員にあっては、職務内容には役名も記入してください。
２ 「行政処分等」の欄には、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく処分を受けた経歴、建設業法に基づく処分を受けた経歴及び建設業法その他の法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた経歴について記入してください。

様式第４号（第３条関係）

契約主任者の略歴書

年　　月　　日　


住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日生
電話　（　　　　）　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　

次のとおり相違ありません。
	契約業務に係る職歴
	期　間
	職　務　内　容
	勤務先

	
	年　月～年　月
	
	

	
	
	
	

	行政処分等
	年　月　日
	行政処分等の内容

	
	
	


備考　１ 「契約業務に係る職歴」の欄には、最近のものから順次記入してください。また、職務内容には役職名も記入してください。
２ 「行政処分等」の欄には、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく処分を受けた経歴、建設業法に基づく処分を受けた経歴及び建設業法その他の法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた経歴について記入してください。


様式第５号（第３条関係）

技術主任者の略歴書

年　　月　　日　

住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
年　　月　　日生
電話　（　　　　）　　　－　　　　　番
電子メール　　　　　　　　　　　　　　

次のとおり相違ありません。
	技術主任者の選任に関する該当条項
	住宅改修事業の適正化に関する条例　第12条第１項第　　　　号

	資格の種類及び登録番号等
	

	講習会
	修了番号
	

	
	修了年月日
	

	住宅改修工事に係る職歴
	期　間
	職務内容
	勤務先

	
	年　月～年　月
	
	

	
	
	
	

	行政処分等
	年　月　日
	行政処分等の内容

	
	
	


備考　１ 「住宅改修工事に係る職歴」の欄には、最近のものから順次記入してください。
２ 「行政処分等」の欄には、住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく処分を受けた経歴、建設業法に基づく処分を受けた経歴及び建設業法その他の法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた経歴について記入してください。

様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日届出
ホームページ掲載申込書
下記の内容で、ホームページの掲載を申し込みます。
	登録年月日※１
	年　　月　　日
	登録番号※１
	兵住改　　 第　　　　　号

	商号又は名称
	
	氏名又は代表者名
	

	電話番号※２
	
	FAX番号※２
	

	メールアドレス
	
	ホームページアドレス
	

	営業時間
	
	定休日
	

	従業員数※３
	
	住宅改修業を始めた年※４
	

	住宅改修工事施工希望者へのＰＲ(120字以内で記入してください。)※５




	営業エリア(市区町別)
□神戸市東灘区　□神戸市灘区　□神戸市兵庫区　□神戸市長田区　□神戸市須磨区
□神戸市垂水区　□神戸市北区 □神戸市中央区　□神戸市西区　
□姫路市　□尼崎市　□明石市　□西宮市　□洲本市　□芦屋市　□伊丹市　　□相生市
□豊岡市　□加古川市 □赤穂市　□西脇市　□宝塚市　□三木市　□高砂市　　□川西市
□小野市　□三田市　□加西市　□丹波篠山市　□養父市　□丹波市　□南あわじ市　　□朝来市
□淡路市　□宍粟市　□加東市　□たつの市　□猪名川町　□多可町　□稲美町　　□播磨町
□市川町 □福崎町 □神河町 □太子町 □上郡町 □佐用町 □香美町 □新温泉町

	リフォームに関する資格者数　※６　　　　　　　　　　　　　資格保持技術者数(　　　　　名)

	資格名
	人数
	資格名
	人数
	資格名
	人数

	一級建築士
	
	二級建築士
	
	木造建築士
	

	建築設備士
	
	１級建築施工管理技士
	
	２級建築施工管理技士
	

	１級電気工事施工管理技士
	
	２級電気工事施工管理技士
	
	１級管工事施工管理技士
	

	２級管工事施工管理技士
	
	１級土木施工管理技士
	
	２級土木施工管理技士
	

	兵庫県簡易耐震診断員
	
	増改築相談員
	
	マンションリフォームマネージャー
	

	インテリアプランナー
	
	技能士（建設関係のものに限る）
	
	インテリアコーディネーター
	

	福祉住環境コーディネーター１級
	
	福祉住環境コーディネーター２級
	
	技術士(建設部門に限る)
	

	建築士事務所登録
	（　　　　）建築士事務所　　(　　　　　)知事登録第　　　　　号

	工事保険加入状況
	1.賠償責任保険　　　　　2.工事補償保険

	完成保証保険加入有無
	1.有　　　　　　　　　　2.無

	ﾘﾌｫｰﾑ瑕疵保険登録状況
	1.リフォーム　　　　　　2.大規模修繕 

	得意とする住宅改修工事の種類　　※７

	工事内容
	戸建
住宅
	共同
住宅
	工事内容
	戸建
住宅
	共同
住宅

	バリアフリー工事
	
	
	電気・情報化工事(配線等)
	
	

	増築・改築(間取り変更を含む)
	
	
	屋根・外壁・防水工事
	
	

	内装工事
	
	
	耐震補強工事
	
	

	台所･浴室･トイレ等の水回り工事
	
	
	外構工事
	
	

	冷暖房設備の取替え
	
	
	内装工事(共有部分)
	
	

	建具(窓･扉等)の取替え
	
	
	電気設備工事(EV等)
	
	

	断熱・防音工事
	
	
	給排水設備工事(配管工事等)
	
	

	加入団体名称(５件まで)※８




※１　住宅改修業者登録証に記載されている登録番号、登録年月日を記入してください。
※２　営業用の電話番号、ＦＡＸ番号を記入してください。
※３　住宅改修業に従事する者（役員及び正規雇用する者）の人数を記入してください。
※４　登記事項証明書に記載されている会社成立の年月日以降の年となります。
※５　会社の経営方針等をご記入ください。（広告、宣伝となる内容は記入できません。）
※６　住宅改修業に従事する者の資格の取得状況（複数の資格を有する者はそれぞれの資格者数に算入）を記入してください。また、「資格保持技術者数」には、住宅改修業に従事する有資格者の実数（複数の資格を有する者であっても１人として算入）を記入してください。
※７　業として行う住宅改修工事について、戸建住宅・共同住宅別に以下の凡例に従い記入してください。
凡例　◎：実績のある得意な工事で、かつ、自社ホームページや店頭等でリフォーム事例を紹介できる工事
○：実績のある得意な工事
△：施工可能な工事
※８　住宅改修事業に関連する団体に加入されている場合は、その団体の名称（５つ以内）をご記入ください。
【参考】加入団体（例）　　　このページは提出不要です。

	(公社)インテリア産業協会関西支部
(一社)関西インテリアプランナー協会
(一財)建築環境・省エネルギー機構
(一財)住宅産業研修財団
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
(一社)石膏ボード工業会
(一社)全国住宅産業協会
(一社)全国中小建築工事業団体連合会
(公社)全日本不動産協会兵庫県本部
(一社)日本建設業連合会
(公社)日本建築家協会
(一社)日本住宅協会
(公社)日本しろあり対策協会
(一社)日本塗装工業会
(一社)日本木造住宅産業協会 近畿支部
日本窯業外装材協会
特定非営利活動法人 ひょうご安心リフォーム推進委員会
(一社)兵庫県空調衛生工業協会
兵庫県建設労働組合連合会
(公社)兵庫県建築士会
兵庫県左官工業協同組合
兵庫県電気工事工業組合
兵庫県土建一般労働組合
兵庫県木材業協同組合連合会
(一社)プレハブ建築協会
(一社)マンション管理業協会 関西支部
(一社)マンションリフォーム推進協議会近畿支部
	(一社)カーテンウォール・防火開口部協会
キッチン・バス工業会
(一財)高齢者住宅財団
(一社)住宅生産団体連合会
(一社)新都市ハウジング協会
(一社)全国建設室内工事業協会
全国住宅生活協同組合連合会
(一社)全国防水工事業協会 近畿支部
(一社)日本建材・住宅設備産業協会
(一社)日本建築あと施工アンカー協会
(公社)日本建築エクステリア工事業協会
(一社)日本住宅リフォーム産業協会 近畿支部
(一社)日本ツーバイフォー建築協会関西支部
(一社)日本壁装協会
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
特定非営利活動法人 人・家・街 安全支援機構
兵庫県管工事業協同組合連合会
兵庫県瓦工事業協同組合
(一社)兵庫県建設業協会
(一社)兵庫県建築士事務所協会
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会
(一社)兵庫県電業協会
兵庫県塗装工業協同組合
特定非営利活動法人 ひょうご新民家２１
(一財)ベターリビング
(公財)マンション管理センター
(一社)リビングアメニティ協会



